
○漁業法 抜粋 

（都道府県知事による漁業の許可） 

第五十七条 大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省令又は規則で定めるものを営も

うとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

２～９ 省略 

 

（知事許可漁業の許可への準用） 

第五十八条 第三十七条から第四十条まで、第四十一条第一項（第六号を除く。）及び第二

項、第四十二条（第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。）、第四十三条、第四十四条、

第四十五条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）、第四十六条、第四十七条、第四十九

条から第五十二条まで、第五十四条並びに第五十六条の規定は、前条第一項の農林水産省

令又は規則で定める漁業（以下「知事許可漁業」という。）の許可について準用する。こ

の場合において、これらの規定中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三

十七条中「同項」とあるのは「第五十七条第一項」と、第三十八条中「船舶」とあるのは

「船舶等」と、「建造」とあるのは「建造又は製造」と、第四十一条第一項第五号中「船

舶」とあるのは「船舶等」と、同条第二項中「水産政策審議会」とあるのは「関係海区漁

業調整委員会」と、第四十二条第一項中「船舶の数」とあるのは「船舶等の数」と、「農

林水産省令」とあるのは「規則」と、同条第二項本文中「三月を下ることができない」と

あるのは「漁業の種類ごとに規則で定める期間とする」と、同条第三項本文中「水産政策

審議会」とあるのは「関係海区漁業調整委員会」と、同条第五項中「船舶」とあるのは「船

舶等」と、「申請者の生産性を勘案して」とあるのは「当該知事許可漁業の状況を勘案し

て、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従つて」と、

第四十三条中「船舶の数」とあるのは「船舶等の数」と、「船舶の規模」とあるのは「船

舶等の規模」と、第四十六条第一項中「農林水産省令」とあるのは「規則」と、同条第二

項中「水産政策審議会」とあるのは「関係海区漁業調整委員会」と、第四十七条及び第五

十一条第一項中「農林水産省令」とあるのは「規則」と、第五十二条第一項中「、農林水

産省令」とあるのは「、規則」と、「その他の農林水産省令」とあるのは「その他の農林

水産省令又は規則」と、同条第二項中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令又は規

則」と、第五十四条第二項中「次の各号のいずれかに該当することとなつた」とあるのは

「漁業に関する法令の規定に違反した」と、第五十六条中「農林水産省令」とあるのは「規

則」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 
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○茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則 抜粋 

（新規の許可又は起業の認可） 

第 11条 知事は，許可（第７条第１項及び第 14条第１項の規定によるものを除く。以下こ

の条において同じ。）又は起業の認可（第 14条第１項の規定によるものを除く。以下この

条において同じ。）をしようとするときは，当該知事許可漁業を営む者の数，当該知事許

可漁業に係る船舶等の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して，次に掲げる事項

に関する制限措置を定め，当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期

間を公示しなければならない。 

(1) 漁業種類（知事許可漁業を水産動植物の種類，漁具の種類その他の漁業の方法により

区分したものをいう。以下この章において同じ。） 

(2) 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数 

(3) 推進機関の馬力数 

(4) 操業区域 

(5) 漁業時期 

(6) 漁業を営む者の資格 

２ 前項の申請すべき期間は，１月を下らない範囲内において漁業の種類ごとに知事が定

める期間とする。ただし，１月以上の申請期間を定めて前項の規定による公示をするとす

れば当該漁業の操業の時機を失し，当該漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認

められる特別の事情があるときは，この限りでない。 

３ 知事は，第１項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めよう

とするときは，漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 

４ 第１項の申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者に対しては，知事は，第

９条第１項各号のいずれかに該当する場合を除き，許可又は起業の認可をしなければな

らない。 

５ 前項の規定により許可又は起業の認可をすべき船舶等の数が第１項の規定により公示

した船舶等の数を超える場合においては，前項の規定にかかわらず，当該知事許可漁業の

状況を勘案して，漁業調整委員会の意見を聴いた上で，許可の基準を定め，これに従って

許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。 

６ 前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは，公正

な方法でくじを行い，許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。 

７ 第４項の規定により許可又は起業の認可をすべき漁業者の数が第１項の規定により公

示した漁業者の数を超える場合においては，第４項の規定にかかわらず，当該知事許可漁

業の状況を勘案して，漁業調整委員会の意見を聴いた上で，許可の基準を定め，これに従

って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。 

８～９ 省略 

 


